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答弁書に関し，原告らは，被告に対し，下記のとおり釈明を求める。 

 

記 

第1  答弁書「第１ はじめに」に関し 

１ 答弁書１頁において，「福島第一原子力発電所と本件発電所では，自然

的立地条件が異なるのであるから，おのずと想定される地震動および

津波の影響も異なってくるだけでなく，被告は，本件発電所において

何重もの安全確保対策を講じているのであって，福島第一事故で発生

した事象が本件発電所にも発生しうるかのような原告らの主張は誤り

である。」と主張しているが，どのような主張か，具体的に明らかにさ

れたい。 

本件発電所は，中央構造線が至近距離にある上南海トラフの震源域と

されており，福島第一原発よりも遥かに過酷な自然的立地条件にある。

また，福島第一事故の際には，放射性物質の大部分が人家のない東方

向に流れ，放射能汚染水が太平洋に流れたが，本件発電所の場合，ど

のような風向きでも人家のある所に放射性物質が流れていき，閉鎖性

水域である瀬戸内海が汚染されることとなり，被害の面においても，

福島第一原発よりも遥かに過酷な自然的立地条件にある。にもかかわ

らず，何故，「原告らの主張は誤りである」と主張するのか，具体的に

明らかにされなければならない。 

２ 答弁書２頁において，「万が一，本件原子炉を運転できないとすれば，

被告の所有する原子力発電に関する資産はその投資に見合う回収がで

きず，被告の株式会社としての事業運営に大きな影響を及ぼすことと

な」ると主張している(８頁にも同様の記述がある)。本件発電所が被告

の所有であることに争いのない本件において，なぜこのような主張を

しているのか，具体的に明らかにされたい。 
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本件発電所に事故の危険性が認められても，所有権を保護するために

本件発電所の運転が認められるべきであると主張しているのか。 

第2  答弁書「第２ 被告及び本件発電所」に関し 

１ 伊方１～３号炉全てについての，伊方発電所原子炉設置(変更)許可申請

書の本文及び添付書類，ならびにこれに対する許可書を提出されたい 

２ 伊方発電所の施設及び主要な配管の配置図(平面図，立面図)を提出され

たい 

３ 公有水面埋立前後，１号炉設置前後，２号炉設置前後，３号炉設置前

後のそれぞれの敷地と各原子炉及び付属施設の立地状況が分かる地図，

図面，航空写真，写真等を提出されたい 

４ 使用済燃料保管プールの数，位置，構造，保管中の使用済燃料集合体

の数を明らかにされたい 

５ 未使用燃料の保管方法，保管プールの個数，位置，構造，保管中の未

使用燃料集合体の数を明らかにされたい 

６ 非常用ディーゼルエンジンの冷却方法，後記海水ポンプとの関係を明

らかにされたい 

７ 伊方１～３号炉全てについて，運転時の原子炉容器内の温度と圧力を

明らかにされたい 

第3  答弁書「第４，４，(４) 過酷事故対策」に関し 

１ 海水ポンプについて 

① 福島第一原発事故では，海水ポンプが津波によって被水した結果，

冷却機能を喪失したことが炉心溶融事故の原因のひとつとなった

とされているので，過酷事故対策として，本件発電所の安全性評

価においても，地震，津波に備え，海水ポンプの機能を確保する

対策の有無が重要である。本件原子炉施設における海水ポンプの

設置状況について，答弁書３５頁に簡略な図面があり，地震，津



4 
 

波に対する対策として「代替の水中ポンプを配備するなどの対策

を講じた」（３７頁）との主張があるが，上記主張だけでは安全性

を確認することはできない。よって，１～３号機それぞれについ

て，海水ポンプの設置状況(位置，海抜，仕様，機能，台数，水密

性を含む)，他の設備との接続状況について，図面，写真等により

明らかにされたい。 

② また，海水ポンプの地震，津波に対する対策として代替の水中ポ

ンプ以外の対策を講じる方針があるか否か，ある場合は，その対

策の具体的内容と完成時期を明らかにされたい。 

２ ベント設備の設置について 

本件原子炉に過酷事故が生じた際に，格納容器が破損して放射性物質

が大量に放出する事故を防止するため，放射性物質除去フィルター付

ベント設備が必要と認められるが，本件原子炉で設置する計画はある

か。いつ，設置完了の予定か。 

３ 水素再結合機の設置について 

本件原子炉に過酷事故が生じた際に，水素爆発を起こして格納容器が

破損し，放射性物質が大量に放出する事故を防止するため，水素再結

合機の設置が必要と認められるが，設置の計画はあるか。いつ，設置

完了の予定か。 

４ 炉心水位の監視方法について 

加圧水型原子炉（ＰＷＲ）では，炉心の水位を直接，測定することが

困難なことから，加圧器の水位により間接的に測定する方法が採用さ

れてきた。加圧水型のＴＭＩ事故では加圧器水位計が正しい水位を示

さず満水状態を指示し，このため運転員が冷却水過剰と誤判断し，非

常用炉心冷却系統を停止したとされる。本件原子炉では炉心水位の監

視方法についてどのような改善策を採用し，または採用する計画があ
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るか。 

５ 電源車について 

電源車の配備箇所の詳細。電源車は，配備した場所から移動すること

なく電気を供給することができるのか。移動するとすれば，どのよう

な経路でどこまで移動するのか。 

６ 消防自動車及び可搬型消防ポンプについて 

消防自動車及び可搬型消防ポンプの配備箇所の詳細。消防自動車及び

可搬型消防ポンプは，配備した場所から移動することなく汲み上げる

ことができるのか。移動するとすれば，どのような経路でどこまで移

動するのか。 

７ 水中ポンプ 

代替の水中ポンプの性能，個数，配備箇所 

８ ホイールローダ 

ホイールローダの性能，台数，配備箇所 

９ 答弁書３８頁において，「現在実施中の対策」「自主的に，この３０項

目の具体化に向けた検討」と主張しているが，その具体的な詳細と実

施時期 

１０ 答弁書３７頁において，「本件発電所においては，地震および津波によ

る影響も含め，過酷事故に至ることは考えられない」と主張している

が，これは，過酷事故は絶対に起きないとする絶対的安全性を主張し

たものか。他方，答弁書３８頁において，「万が一，放射性物質の持つ

危険性が顕在化した場合に備え，原子力防災の措置を講じている」と

も主張しているが，被告の主張は整合していないのではないか。 

第4  答弁書「第４，５ 自然的立地条件に係る安全確保対策」に関し 

１ 伊方１～３号炉全てについて，それぞれ，当初の設計地震動，基準地

震動及びその根拠，並びにその後の基準地震動の変遷とそれぞれの根
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拠を，時期を特定した上，時系列的に明らかにされたい。旧耐震設計

審査指針が決定されたのは１９８１(昭和５６)年７月２０日であるか

ら，それ以前に審査を受けた伊方１号炉，２号炉は，各設置(変更)許可

時点において，同指針に基づく審査を受けていないのではないか。 

２ 上記１の際に，それぞれ検討された過去の地震とその検討内容を，時

期を特定した上，時系列的に明らかにされたい。 

３ 伊方１～３号炉それぞれの設置の際に，中央構造線，南海トラフにつ

いて，どのように検討したのか，時期を特定した上，時系列的に具体

的に明らかにされたい。 

４ 敷地周辺地域の地質的安定性に関し， 

① 被告が調査を実施したという地質図，地質関係文献等，空中写真

を提出されたい。また，これらの調査，判読の手法，依拠した科

学的知見の詳細，評価方法，調査結果を明らかにされたい。 

② 被告が実施した敷地前面海域における音波探査，地表踏査等の手

法，依拠した科学的知見の詳細，評価方法，調査結果を明らかに

されたい。 

③ 被告は，有史以来大きな地変，火山活動等は認められず，これら

の痕跡を示す地形的，地質的特徴が認められないと主張するが，

その根拠を明らかにされたい。また，ここでいう「有史」とは，

いつからのことを指すのか明らかにされたい。 

④ 被告は，敷地周辺地域について，形成年代がきわめて古い三波川

帯に属していると主張するが，そのことが敷地周辺地域の地質的

安定性について如何に関連するかを明らかにされたい。 

５ 施設の周辺斜面について， 

① 被告が把握している地質・地質構造や地盤の物理・力学的特性を

明らかにされたい。 
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② 如何なる調査がなされたか，その調査方法，調査範囲，依拠した

科学的知見の詳細，評価方法，調査・試験結果等を明らかにされ

たい 

③ 安全性をどのように分析・評価したか明らかにされたい。 

６ 敷地の地盤について，被告が実施した地表調査，ボーリング調査，岩

石の強度試験等の手法，調査範囲，依拠した科学的知見の詳細，評価

方法，調査・試験結果等を明らかにし，その文書等を提出されたい。 

７ 敷地地盤を構成する緑色片岩の片理の発達が顕著でないことの根拠を

明らかにされたい。 

８ 敷地の地盤について，本件原子炉施設に損傷を与えるような地すべり，

山津波等が生じるおそれがないとの判断の根拠となった文書等を提出

されたい。 

９ 基礎岩盤について， 

① 被告が実施したボーリング調査，試掘横坑内での詳細地質調査，

地震探査等の手法，調査範囲，依拠した科学的知見の詳細，評価

方法，調査・探査結果等を明らかにされたい。 

② 緑色片岩は，片理に沿って割れやすい性質を有するため，片理に

沿った強度の測定が必要とされる。そして，地震時の岩盤破壊は，

せん断破壊とは限らず，引っ張り破壊も問題となる。そこで，片

理に沿った引っ張り強度について，どのような調査・試験を行っ

たのか，その手法，依拠した科学的知見の詳細，評価方法，調査・

試験結果等を明らかにされたい。 

③ 被告は，施設の基礎岩盤において数本の破砕帯が見られたとする

が，その位置、形態、性状及び物理・力学的特性及びこれらを判

断した手法，依拠した科学的知見の詳細，評価方法等を明らかに

されたい。また，これらについて，被告が調査したトレンチ調査
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による詳細な地質調査，破砕帯追跡のためのボーリング調査等の

手法，調査範囲，依拠した科学的知見の詳細，評価方法，調査結

果等を明らかにされたい。更に，岩石資料によるせん断試験及び

試掘トレンチ内におけるせん断試験の手法，依拠した科学的知見，

評価方法，試験結果等も明らかにされたい。 

④ 沈下に対する安全性について，平板載荷試験の手法，依拠した科

学的知見の詳細，評価方法，試験結果等について明らかにされた

い。 

⑤ 被告が言う「原子炉施設の基礎岩盤」とはいかなる構造物を支持

する基礎岩盤を指すのか明らかにされたい。 

１０ 伊方発電所における液状化の可能性について，被告の検討の有無，手

法，検討結果等及び検討資料（埋立地の範囲が判明する図面等）につ

いて明らかにされたい。 

１１ 本件原子炉施設の耐震設計において基準とする基準地震動Ｓｓ（最大

加速度５７０ガル）が作用した場合における基礎岩盤のすべりに対す

る安全率が，２程度以上であるとの判断の根拠となった文書等を提出

されたい。 

１２ 耐震設計上考慮する必要がある活断層であるか，その性状（活動様式，

活動時期等）の確認，活断層の長さの同定等を実施したと主張するが，

その確認及び同定等の実施に関する文書等を提出されたい。 

１３ 近接して複数の活断層が分布する場合は，それらが連動する可能性を

検討するため，より入念に各活断層の性状（分布方向，活動様式，活

動時期等)及び各活断層間に分布する地質の性状を確認したと主張す

るが，連動する可能性を検討するため活断層及び地質の性状を確認し

た文書等を提出されたい。 

１４ 地質調査等の結果，中央構造線断層帯を構成する活断層として，伊予
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断層（断層の長さ約２３㎞），川上断層（断層の長さ約３６㎞）及び

敷地前面海域の断層群（断層の長さ約４２㎞，本件発電所の敷地の沖

合い約８㎞に分布）が存在することなどを確認したと主張するが，こ

れら調査結果を提出されたい。また，高知大学の岡村教授は，敷地前

面海域の断層群で伊方発電所に一番近いものは約６㎞の距離にあると

しているが，これを否定するのであれば，その根拠を明らかにされた

い。 

１５ この地質調査結果及び中央構造線断層帯の地表の変位量分布及び広域

応力場に関する知見，さらには既往の活断層の連動に関する知見等に

基づいて，「地震動評価上の基本とする断層の長さを５４㎞とした」

と主張するが，そのような判断を合理的であるとする「知見」（文献

等）があれば提出されたい。 

１６ 敷地前面海域の断層群（中央構造線断層帯）による地震の地震動評価

においては，基本モデル（長さ５４㎞）以外の各ケースについても，

仮にこれらが発生すると想定して評価を行った（末尾別図６）と主張

するが，「敷地前面海域の断層群（中央構造線断層帯）による地震の

地震動評価における検討ケース」について，その検討結果全てを提出

されたい。また，これら検討ケースにおいては，解放基盤表面におけ

る地震動（ガル）は，どの程度であったか，明らかにされたい。 

１７ 答弁書５９頁において，「本件発電所に最も大きな影響を与える地震

は，敷地前面海域の断層群(中央構造線断層帯)による地震となった。」

としているが，その地震の最大マグニチュード，本件発電所における

最大震度，最大津波高をどの程度と評価しているのか。 

１８ 被告は、「震源を特定せず策定する地震動」について，加藤ほか（２

００４）において設定されている「地震基盤における地震動」として

いるが，「加藤ほか（２００４）」の文献を提出されたい。また，同
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文献が設定している「地震基盤における地震動」によれば，本件施設

の解放基盤表面における地震動（ガル）はいくらであるか，明らかに

されたい。 

１９ 東北地方太平洋沖地震を受けて，南海トラフ沿いのプレート境界付近

にＭ９相当の地震を想定して，本件発電所敷地における地震動を試算

し，南海トラフ沿いのプレート境界付近にＭ９相当の地震が発生した

としても，本件発電所の安全性に影響を与えるものではないことを確

認したと主張しているが，「安全性に影響を与えるものではないこと

を確認した」という内容を明らかにし，文書等があれば提出されたい。 

２０ 平成２３年２月１８日の地震調査研究推進本部地震調査委員会の「中

央構造線断層帯（金剛山地東縁―伊予灘）の長期評価（一部改定）に

ついて」及び平成２３年１２月２７日の南海トラフの巨大地震モデル

検討会の「南海トラフの巨大地震モデル検討会中間とりまとめ」なら

びに平成２４年３月３１日の同検討会の「南海トラフの巨大地震によ

る震度分布・津波高について(一次報告)」を受けて改めて検討を行った

のか。行ったとすれば，その具体的内容を明らかにされたい。 

２１ 津波について被告がどのような調査を行ったかを明らかにし，調査対

象とした文献資料等を提出されたい。その上で，数値シミュレーショ

ンの計算方法，想定した数値，具体的な計算過程を明らかにされたい。

津波による海面低下について検討したか、検討した場合その内容を明

らかにされたい 

２２ 答弁書６１頁において，「被告は，本件発電所の構築物及び機器・配管

を安全上の重要度に応じて分類し，この分類に応じた具体的耐震設計

を行っている」と主張しているが，具体的に明らかにされたい。本件

発電所の構築物及び機器配管ごとの耐震強度を具体的に明らかにされ

たい 
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２３ 被告は，本件原子炉施設は，仮に基準地震動Ｓｓ（最大加速度５７０

ガル）をもたらす地震が発生した場合であっても，主要な施設に過度

な変形が生じることがなく，期待される機能が維持されることを確認

している旨，主張する（答弁書６２頁）。よって，被告の上記主張の根

拠資料を提出されたい。 

第5  答弁書「第５，２ 中性子照射脆化への対策」に関し 

１ 本件原子炉の設備のうち，特に１・２号機の設備については，経年的

な劣化や中性子照射脆化などが発生，進行している可能性があり，そ

れが要因となって設備の破損，破壊を生じて炉心溶融事故に至る危険

性がある（訴状２９頁～）。この点について，被告は，本件１・２号機

の高経年化技術評価において，将来の脆化傾向に係る確認・評価を行

い，事故時の過酷な状況においても原子炉容器は脆性破壊を生じない

ことを確認している旨（答弁書６６～６７頁），本件発電所では適切な

検査，管理及び取替えを実施しており，危険性はない旨，主張する（８

９～９３頁）。よって，被告の上記主張の根拠資料を提出されたい。 

２ 伊方１号炉の監視試験片による脆化度合いの把握状況ならびにその結

果を明らかにされたい。 

第6  地震動と制御棒の挿入性について 

１ 本件発電所から６ｋｍにある中央構造線を震源とする地震が発生した

場合，制御棒の挿入が完了する前にＳ波（主要動）が到達するため，

制御棒が挿入不能または挿入時間が超過となって炉心溶融事故に至る

危険性があることを指摘した（訴状２６頁）。この点について，被告は，

本件発電所では，地震動による大きな揺れを検知した場合（建屋の最

下層において百数十ガル程度の揺れを検知した場合など）には，原子

炉保護設備がこれを検知し，制御棒が自動的に原子炉内に挿入され，

原子炉は速やかに停止される旨（答弁書２９頁），本件原子炉では，Ｐ
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波及びＳ波に関係なく，一定程度以上の地震動を検知すれば制御棒が

挿入される仕組みとなっている旨（答弁書８３頁），基準地震動Ｓｓ（最

大加速度５７０ガル）をもたらす地震が発生した場合の制御棒の挿入

性を評価した結果，本件原子炉の評価値はいずれも評価基準値を下回

っているので，基準地震動Ｓｓをもたらす地震が発生した場合でも，

制御棒は安全に原子炉内に挿入されることを示している旨（答弁書６

３頁），主張する。被告の上記主張の趣旨は，本件発電所の安全性を適

切に評価する場合，制御棒の挿入が完了する前に基準地震動Ｓｓ（最

大加速度５７０ガル）を超えるＳ波（主要動）が到達するような地震

を想定する必要性はないとの趣旨か。そうでないという場合，どの程

度までの地震動を想定する必要があるとの趣旨か。 

２ 基準地震動Ｓｓ（最大加速度５７０ガル）をもたらす地震が発生した

場合に制御棒挿入性の評価値を被告が算定した方法について，根拠資

料とあわせて示されたい。 

３ 地震の際，制御棒はどのようにして挿入されることとなっているか，

具体的かつ詳細に明らかにされたい。また，伊方１～３号炉それぞれ

について，制御棒を完全に挿入するのに要する時間はどのようになっ

ているか。また，その時間は，地震動によって異なってくるか。異な

ってくる場合にはその詳細。 

４ 答弁書８４頁において，「Ｐ波とＳ波との到達時刻の間隔が短いこと

が本件発電所の安全性に影響を与えるものではない。」と主張している

が，これだけでは意味が理解できない。具体的かつ詳細に主張された

い。 

第７ 答弁書８５頁１１行目～８６頁１６行目の記載 

１ 訴状２７頁，第７，１，③の記載は，「まるで原発などないかのように」

(原発老朽化問題研究会編，田中三彦，現代書館)４４～４５頁の以下の
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記述を要約したものである。 

「１９７８年９月に旧指針が公布されてからかなり長い期間，国が，

電力会社が，原発御用学者が，そして原発メーカーの技術者が，旧指

針による耐震設計に少なからぬ自信を抱いていた。しかし１９９５年

阪神淡路大震災が起き，その自信が揺らぎ始めた。事実，原子力安全

委員会は翌９６年から原子力施設の耐震安全性の調査を始め，２００

１年には「耐震指針検討分科会」を設置し，旧指針の改定作業に入っ

た。そんな中，２００３年５月には三陸南地震(Ｍ７．１)で，２００５

年８月には宮城県南部地震(Ｍ７．２)で，東北電力女川原発が大きく揺

れ動いた。そしてどちらの場合も，「応答スペクトル図」というもので

比較すると，特定の周期帯で，観測された地震動がＳ2 をも上回ってい

たことが明らかになった。ついで，２００７年３月，今度は能登半島

地震(Ｍ６．９)で北陸電力志賀原発が，これまた大きく揺れ，同様の事

態が起きた。 

Ｓ2 とは，「およそ現実的ではないと考えられる限界的な地震(設計用

限界地震)」による揺れ」だ。それが女川で，志賀で，こうもあっさり

と超えられたとなると，Ｓ2 を「およそ現実的ではない揺れ」等と呼ぶ

のは，それこそ現実的ではない。」 

２ 答弁書８５頁１１行目～８６頁１６行目において，被告は，訴状２７

頁，第７，１，③の地震動についての記載を否認し，地震動の比較の

方法を誤解していると主張しているが，上記１の記載内容であれば認

めるのか。 

３ 要約の際に，応答スペクトル図の特定の周期帯という記述を省略した

が，応答スペクトル図の特定の周期帯がＳ２を超えること自体，問題で

はないのか。 

４ 上記１記載の地震による上記原発の揺れは新指針策定に影響しなかっ
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たと主張するのか。 

以上 


